
訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
二
号 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 

地

域

機

関 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
政
策
・
財
務
局
長
」
の
下
に
「
、
行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
局
長
」
を
、

「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
の
下
に
「
、
環
境
未
来
局
長
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
の
四
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
様
式
第
十
一
号
の
三
」
を
「
様
式
第
十
一
号
の
四
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
の
四

と
し
、
第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
修
学
部
分
休
業
の
変
更
承
認
申
請
） 

第
十
二
条
の
三 

修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
現
に
承
認
を
受
け
て
い
る
修
学
部
分
休

業
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
修
学
部
分
休
業
変
更
承
認
申
請
書
（
様

式
第
十
一
号
の
三
）
を
所
属
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
の
二
の
（
注
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
十
一
号
の
二
に
別
紙
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 
５

 
修
学
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
を
申
請
す
る
場
合
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に

 

 
 

 
 

 
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
別
紙
に
記
入
し
、
申
請
す
る
こ

 

 
 

 
 

 
と
が
で
き
る
。

 

 



別紙 

 

 

 

 承 認 
申請

者印 

修 学 部 分 休 業 の 承 認 の 

取 消 し を 申 請 す る 時 間 
時間数 備考  

 
所属

長 
   月日 午 前 午 後    

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

（注）承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 



 

様
式
第
十
一
号
の
四
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
の
三
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
一
号
の
四
と
し
、
様
式
第
十
一
号
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

    
 

第
１
２
条
の
３

 
第
１
２
条
の
４

 



様式第１１号の３（第１２条の３関係） 

 

修学部分休業変更承認申請書              

年  月  日  

 埼玉県知事 様 

                     所属所名  

                     職  名  氏       名㊞ 

次のとおり修学部分休業の変更の承認を申請します。 

１ 教育施設名  

２ 申 請 期 間  

３ 変 更 理 由  

４ 変 更 後 の 

  休 業 時 間 

年  月  日から    年  月  日まで 

 時  分～ 時  分 水 時  分～ 時  分 

月 時  分～ 時  分 木 時  分～ 時  分 

火 時  分～ 時  分 金 時  分～ 時  分 

年  月  日から    年  月  日まで 

 時  分～ 時  分 水 時  分～ 時  分 

月 時  分～ 時  分 木 時  分～ 時  分 

火 時  分～ 時  分 金 時  分～ 時  分 

年  月  日から    年  月  日まで 

 時  分～ 時  分 水 時  分～ 時  分 

月 時  分～ 時  分 木 時  分～ 時  分 

火 時  分～ 時  分 金 時  分～ 時  分 

年  月  日から    年  月  日まで 

 時  分～ 時  分 水 時  分～ 時  分 

月 時  分～ 時  分 木 時  分～ 時  分 

火 時  分～ 時  分 金 時  分～ 時  分 

５ 備 考  

（注）この申請書には、この申請に係る事実を証明する書類等を添付すること
（写しでも可）。 

 

毎日 

毎日 

毎日 

毎日 



 

様
式
第
十
三
号
の
四
（
表
）
の
（
注
）
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

様
式
第
十
三
号
の
四
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 
２

 
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
を
請
求
す
る
場
合
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

 

 
 

 
 

 
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
裏
面
に
記
入
し
、
請
求
す
る
こ
と
が

 

 
 

 
 

 
で
き
る
。

 

 



裏 

 

 承 認 
請求

者印 

部分休業の承認の取消しを請求する時間 

時間数 備考 

 

 
決裁

権者 
   月日 午 前 午 後  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

（注）承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

 

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


